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補
註

　
す
で
に
指
摘
し
た
拙
稿
「『
文
久
の
修
陵
』
の
『
悪
評
』」
で
は
、
本
文
で
紹
介
し
た
三
点
の
史
料
の
他
に
も
、
あ
と
一
点
戸
田
忠
至
に
対
す
る
非
難
の
史

料
を
紹
介
し
て
い
る
。「『
文
久
の
修
陵
』
の
『
悪
評
』」
を
著
し
た
段
階
で
は
こ
れ
で
ひ
と
ま
ず
関
連
す
る
史
料
は
網
羅
し
た
か
と
判
断
し
た
の
で
あ
る
が
、

近
年
刊
行
さ
れ
た
研
究
書
の
中
に
、
戸
田
忠
至
へ
の
批
判
の
史
料
が
紹
介
さ
れ
た
の
で
以
下
に
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
た
だ
し
こ
れ
は
、
本
文
で
み
て
い
る

文
久
三
年
七
月
よ
り
後
の
史
料
で
あ
る
。

　
佐
藤
隆
一
著
『
幕
末
期
の
老
中
と
情
報
―
水
野
忠
精
の
よ
る
風
聞
探
索
活
動
を
中
心
に
―
』（
思
文
閣
出
版
、
二
〇
一
四
年
六
月
）
は
「
第
五
章
元
治
の
庶

政
委
任
と
老
中
の
往
復
書
簡
」
で
、
首
都
大
学
東
京
図
書
館
所
蔵
水
野
家
文
書
か
ら
『
秘
翰
』
に
注
目
し
た
。
そ
の
中
の
三
番
は
「
宇
都
宮
藩
に
よ
る
山
陵

修
復
工
事
と
将
軍
家
茂
の
位
階
昇
進
に
つ
い
て
」
を
取
り
上
げ
た
も
の
で
あ
る
。
年
代
は
元
治
元
年
四
月
四
日
、
差
出
人
が
牧
野
忠
恭
（
老
中
、
備
前
守
）・

井
上
正
直
（
老
中
、
河
内
守
）・
板
倉
勝
静
（
老
中
・
伊
賀
守
）、
受
取
人
が
松
平
直
克
（
政
事
総
裁
職
・
大
和
守
）・
酒
井
忠
績
（
老
中
・
雅
楽
頭
）・
水
野

忠
精
（
老
中
・
和
泉
守
）、
つ
ま
り
江
戸
留
守
老
中
か
ら
滞
京
幕
閣
に
宛
て
た
も
の
で
、
戸
田
忠
至
に
対
す
る
辛
辣
な
文
言
が
連
な
っ
て
い
る
（
二
一
七
頁
）。

た
だ
し
、
佐
藤
著
で
は
関
連
箇
所
を
部
分
的
に
引
用
す
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
、
同
史
料
の
全
体
を
収
録
す
る
日
本
史
籍
協
会
編
『
野
史
臺
日
本
史
籍
協
会
叢

書
別
編
六
書
翰
一
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
昭
和
四
十
八
年
七
月
）
か
ら
当
該
部
分
を
紹
介
す
る
。

一
御
着
早
々
御
転
任
如
何
の
御
次
第
哉
と
実
は
心
痛
仕
候
得
共
夫
は
兎
も
角
も
御
位
階
御
昇
進
は
実
に
乍
恐
愕
然
嘆
息
仕
候
、
其
訳
ハ
必
真
の
　
叡
慮
よ

り
出
候
事
と
ハ
奉
存
兼
候
、
全
く
戸
田
大
和
奸
曲
よ
り
出
候
義
に
相
違
無
御
座
候
、
同
人
義
公
武
の
間
御
為
を
存
込
山
陵
御
普
請
の
義
申
出
候
得
共
俗
に

云
大
山
師
甚
以
可
悪
大
不
忠
者
急
度
御
咎
被
仰
付
度
位
に
存
詰
候
得
は
大
名
の
列
に
御
取
扱
に
て
も
此
末
決
し
て
領
知
等
被
下
間
敷
候
、
万
々
一
以
　
叡

慮
被
仰
出
候
と
も
同
列
の
場
合
其
内
情
打
明
奏
聞
致
し
決
て
御
請
ハ
難
申
上
候
、
乍
不
肖
僕
御
同
列
に
被
差
加
候
内
は
誓
て
承
服
不
仕
候
、
前
以
急
度
申

上
置
候
、
御
譜
代
大
名
の
家
来
の
内
に
如
此
も
の
有
之
右
の
術
中
に
御
陥
御
心
な
ら
す
御
昇
進
被
為
在
候
段
実
に
何
と
も
申
上
様
も
無
之
奉
恐
入
切
歯
憤

懣
に
不
堪
候
、
外
藩
の
面
々
な
と
関
東
の
御
微
力
を
嘲
り
可
申
と
殆
嘆
息
涕
泣
の
外
無
御
座
候
、
併
し
六
日
の
菖
蒲
無
益
の
事
な
か
ら
残
念
の
餘
り
心
底

申
述
候
、
呉
々
於
大
和
は
決
て
御
油
断
有
之
間
敷
事
（
一
五
八
～
九
頁
）

　
詳
細
な
検
討
は
こ
こ
で
は
省
く
が
、
こ
こ
で
も
戸
田
忠
至
は
「
奸
曲
」「
大
山
師
」「
大
不
忠
者
」
と
酷
評
の
限
り
を
尽
く
さ
れ
て
い
る
。
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御
尊
敬
之
廉
も
有
之
旁
官
家
ニ

於
テ
夫
々
御
用
掛
被
仰
付
専
御
取
調
有
之
候
、
乍
去
武
辺
之
方
も
奉
行
無
之
間
御
指
図
不
行
届
候
間
、
越
前
守
家
族
戸
田

和
三
郎
江

奉
行
被
仰
付
古
法
式
等
都
而
御
差
図
ニ

相
成
候
間
、
右
同
人
江

万
事
問
合
差
図
ヲ
請
候
様
、
但
馬
守
一
手
ニ

テ
御
修
覆
有
之
間
敷
候
、
尤
但
馬
守
よ

り
役
人
并

人
夫
差
出
候
義
者

不
苦
候
、
且
山
陵
外
々

御
修
覆
願
出
候
而
も
猥
ニ

申
付
無
之
様
、
関
東
江
可
申
置
与

被
仰
聞
則
相
達
候
処
、

	

雄
略
帝
御
陵
御
普
請
仕
様
之
義
ハ
戸
田
越
前
守
方
ヘ
可
承
合
候
、
兼
而

秋
元
但
馬
守
ヘ
相
達
置
候
事
ニ

候
、
且
又
以
後
外
々

御
修
覆
願
出
候
而
も
素

無

謂
猥
ニ

被
仰
付
候
義
ハ
御
無
之
事
ニ

候
間
、
此
段
御
両
卿
（
原
頭
註
、「
両
卿
ト
ハ
伝
奏
ノ

」）
江
御
達
可
申
置
旨
年
寄
共
（
原
頭
註
、「
年
寄
ト
ハ
老
中
ノ

」

申
越
候
事

	

　
十

（
文
久
二
年
）

二
月

	

右
ハ
御
老
中

伝
奏
江

申
来
所
司
代

転
送
江

達
候
御
書
付
也

	

な
お
、
拙
稿
「
江
戸
城
多
門
櫓
文
書
に
み
る
『
文
久
の
修
陵
』」（
調
布
学
園
女
子
短
期
大
学
『
調
布
文
化
』
第
八
号
、
平
成
十
年
三
月
）
の
「
一
雄
略
陵

修
補
と
秋
元
藩
に
よ
る
人
夫
献
上
」（
一
〇
二
～
五
頁
）
を
参
照
。

（
19
）	『
山
陵
修
補
之
顛
末
附
参
考
書
』「
参
考
書
甲
号
」「
甲
第
十
一
項
」（
慶
應
義
塾
図
書
館
所
蔵
〔
グ
ー
グ
ル
ブ
ッ
ク
ス
を
通
じ
て
閲
覧
〕）
三
十
六
頁
。

（
20
）	

日
本
歴
史
地
理
学
会
編
輯
『
皇
陵
』（
仁
友
社
、大
正
三
年
一
月
）〔
昭
和
五
十
一
年
九
月
に
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
よ
り
復
刻
〕
所
収
（
一
五
三
～
四
頁
）。

（
21
）	

拙
稿
「『
文
久
の
修
陵
』
の
『
悪
評
』」
三
十
二
頁
。

（
22
）	『
皇
陵
』
所
収
（
一
五
四
～
五
頁
）。

（
23
）	

拙
稿
「『
文
久
の
修
陵
』
の
『
悪
評
』」
三
十
七
頁
。

（
24
）	

拙
稿
「『
文
久
の
修
陵
』
の
『
悪
評
』」
三
十
七
～
八
頁
。

（
25
）	

岡
谷
繁
實
編
『
戸
田
忠
至
略
譜
稿
』
秋
元
興
朝
「
緒
言
」（
明
治
十
九
年
十
二
月
）（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
）
四
丁
。

（
26
）	

文
久
の
修
陵
に
携
わ
る
以
前
の
戸
田
忠
至
に
つ
い
て
は
、拙
稿
「
間
瀬
和
三
郎
と
戸
田
家
―
『
文
久
の
修
陵
』
以
前
―
」（
調
布
学
園
女
子
短
期
大
学
『
調

布
日
本
文
化
』
第
六
号
、
平
成
八
年
三
月
）
を
参
照
。

（
27
）	

原
島
陽
一
・
松
尾
正
人
著
「
史
料
紹
介
岡
谷
文
書
―
幕
末
・
明
治
書
翰
類
（
一
）」（
国
文
学
研
究
資
料
館
史
料
館
『
史
料
館
研
究
紀
要
』〔
第
二
十
四
号
、

平
成
五
年
三
月
〕）
所
収
（
三
二
二
～
五
頁
）。

（
28
）	

拙
稿
「『
文
久
の
修
陵
』
の
『
悪
評
』」
三
十
九
頁
。

（
29
）	

す
で
に
み
た
「
山
陵
修
補
誹
謗
に
つ
き
献
言
」
中
に
あ
る
正
親
町
三
条
実
愛
と
宇
都
宮
藩
と
の
関
係
を
説
明
す
る
文
言
。
拙
稿
「『
文
久
の
修
陵
』
の
『
悪

評
』」
三
十
二
頁
、
ま
た
同
稿
註
（
16
）
参
照
（
四
十
六
頁
）。

177



神武天皇陵御修復と戸田忠至「中元御祝義金三百疋」

　　（21）

域
の
人
び
と
と
の
交
流
に
熱
心
で
あ
っ
た
と
の
指
摘
も
あ
る
（
鎌
田
道
隆
著
「
江
戸
時
代
の
南
都
奉
行
所
と
法
隆
寺
」〔
奈
良
大
学
史
学
会
『
奈
良
史
学
』

第
二
十
五
号
、
二
〇
〇
八
年
一
月
〕
の
「
五
南
都
奉
行
の
参
詣
と
巡
見
」
十
六
～
九
頁
）
が
、
こ
こ
で
は
、
文
久
三
年
当
時
奈
良
奉
行
所
が
直
面
し
て
い

る
神
武
天
皇
陵
御
修
復
と
の
関
連
に
絞
っ
て
論
を
進
め
る
こ
と
に
し
た
い
。

（
10
）	
前
稿
Ａ
、
七
十
六
頁
。

（
11
）	

事
実
関
係
の
誤
謬
を
敢
え
て
指
摘
す
れ
ば
、
谷
森
善
臣
は
「
幕
府
側
か
ら
の
山
陵
学
者
」
で
は
な
い
。

（
12
）	

こ
の
「
決
心
」
が
い
つ
の
こ
と
か
は
大
い
に
興
味
が
あ
る
問
題
で
あ
る
が
、
す
で
に
前
稿
Ａ
で
み
た
通
り
、
文
久
三
年
正
月
二
十
二
日
に
帰
京
の
命
を

山
陵
奉
行
戸
田
忠
至
か
ら
受
け
て
い
る
（
前
稿
Ａ
七
十
八
頁
）
の
で
そ
れ
以
前
と
い
う
こ
と
は
言
え
よ
う
が
、
そ
れ
以
外
に
は
手
掛
り
が
な
い
。

（
13
）	

長
嶋
著
「
随
想
宇
都
宮
藩
士
山
陵
修
補
事
業
と
考
古
資
料
」
一
五
七
頁
。

（
14
）	

前
稿
Ｂ
、
四
十
二
～
五
十
二
頁
。

（
15
）	

な
お
、『
さ
く
ら
市
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム―

荒
井
寛
方
記
念
館―

開
館
20
周
年
記
念
特
別
展
郷
土
の
人
物
シ
リ
ー
ズ
Ⅲ
地
域
学
の
先
達
長
嶋
元
重
展
』（
さ

く
ら
市
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム―

荒
井
寛
方
記
念
館―

、
二
〇
一
三
年
九
月
）
に
は
、
御
修
復
の
際
に
出
土
し
た
と
み
ら
れ
る
「
神
武
陵
出
土
古
式
土
師
器
古

墳
時
代
前
期
個
人
蔵
」
の
写
真
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
（
五
十
四
頁
）。
そ
の
説
明
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

	

　
　
長
嶋
家
の
家
伝
で
は
戊
辰
戦
争
時
に
六
石
（
引
用
註
、
縣
勇
記
）
が
隠
し
、
そ
の
後
に
行
方
不
明
に
な
っ
た
も
の
が
、
長
嶋
の
祖
父
佳
樹
に
よ
り
偶

　	

然
発
見
さ
れ
た
と
い
う
。

	

　
　
長
嶋
は
こ
の
土
師
器
を
古
墳
時
代
前
期
の
も
の
だ
と
推
定
し
て
い
る
。

（
16
）	

前
日
の
七
月
七
日
条
は
節
供
で
普
請
も
休
み
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
り
、『
庁
攬
』
七
月
七
日
条
に
は
普
請
に
関
す
る
記
述
は
な
い
。
従
っ
て
、
こ
の
「
前

同
断
」
と
は
七
月
六
日
条
（
史
料
五
）
の
「
○
山
陵
懸
り
出
役
」
の
項
を
指
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
17
）	

例
え
ば
、松
葉
好
太
郎
編
纂
『
山
陵
上
』（
山
陵
崇
敬
会
、大
正
十
四
年
七
月
）
の
「
雄
略
天
皇
丹
比
高
鷲
原
陵
」
の
項
に
「
元
治
元
年
、館
林
藩
主
秋
元
志
朝
、

地
其
ノ
所
領
タ
ル
ノ
故
以
テ
、
請
ヒ
テ
修
治
ス
」（
六
十
頁
）
と
あ
る
。

（
18
）	

松
井
元
儀
編
『
文
久
度
山
陵
修
補
綱
要
』（
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
）
に
、文
久
二
年
十
二
月
に
老
中
か
ら
伝
奏
、京
都
所
司
代
か
ら
伝
奏
へ
達
せ
ら
れ
た
「
御

書
付
」
と
し
て
以
下
の
記
述
が
あ
る
。

	

山
陵
御
普
請
御
用
戸
田
越
前

（
忠
恕
）守

江
申
付
候
処
、

　
雄
略
帝
御
陵
者

河
内
国
丹
北
郡
島
泉
村
地
内
ニ

テ
秋
元
但
馬

（
志
朝
）守

（
原
頭
註
、「
秋
元
家
ハ
上
野
国
館
林
ノ
城
主
ナ
リ
」）
領
内
ニ

被
為
在
候
付
、
同
人
手
ニ

テ
普

請
被
申
付
候
旨
ニ
ハ
候
ヘ
共
、
元
来
右
普
請
之
義
ハ
尊
大
之
義
古
法
ヲ
失
ヒ
候
而
者

　
叡
慮
御
不
本
意
ニ

候
間
、
武
辺
之
手
計
ニ
而

御
修
覆
ハ
難
相
成
、
聊
ニ
而

も
古
形
不
失
様
被
遊
度
、
第
一
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も
ち
ろ
ん
神
武
天
皇
陵
に
つ
い
て
考
え
る
た
め
に
は
、
実
体
と
し
て
の
神
武
天
皇
陵
を
解
明
す
る
だ
け
で
は
足
り
な
い
。
信
仰
の
対
象
と
し

て
の
、
政
治
的
な
象
徴
と
し
て
の
神
武
天
皇
陵
の
解
明
も
当
然
重
要
で
あ
る
。
こ
の
『
庁
攬
』
に
は
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
箇
所
以
降
に
も
、

そ
の
よ
う
な
神
武
天
皇
陵
を
紐
解
く
た
め
の
記
述
が
続
く
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
に
し
て
も
、
神
武
天
皇
陵
御
修
復
に
お
け
る
「
土
木
」「
石
」
に
つ
い
て
の
よ
り
深
い
探
求
が
ま
ず
は
何
よ
り
も
求
め
ら
れ
る
。
神
保

家
は
ど
こ
か
ら
「
土
木
」
を
調
達
し
た
の
か
、
そ
の
「
土
木
」
は
ど
の
よ
う
に
活
用
さ
れ
た
か
、「
石
」
は
神
武
天
皇
陵
の
ど
こ
に
ど
の
よ
う

に
積
ま
れ
た
の
か
、
そ
し
て
現
在
で
は
そ
の
「
石
」
は
ど
の
よ
う
な
姿
で
い
る
の
か
。
ま
た
一
言
付
け
加
え
れ
ば
、
当
時
の
工
法
に
直
接
関
わ

る
事
柄
に
つ
い
て
は
、『
庁
攬
』
の
み
に
拠
っ
て
は
解
明
で
き
な
い
事
も
多
い
。
そ
れ
に
取
り
組
む
た
め
に
も
、
な
お
『
庁
攬
』
の
記
述
の
多

角
的
な
検
討
を
進
め
て
ゆ
く
こ
と
に
し
た
い
。

註（
１
）	

川
路
聖
謨
の
奈
良
奉
行
補
任
は
弘
化
三
年
正
月
十
一
日
、
退
任
は
嘉
永
四
年
六
月
二
十
四
日
。
典
拠
は
、「
付
表
１
歴
代
奈
良
奉
行
」（
奈
良
市
史
編
集

審
議
会
編
集
『
奈
良
市
史
通
史
三
』〔
吉
川
弘
文
館
、
昭
和
六
十
三
年
二
月
〕
所
収
）
二
頁
。

（
２
）	

山
岡
景
恭
の
奈
良
奉
行
補
任
は
文
久
二
年
閏
八
月
十
五
日
、
退
任
は
慶
応
元
年
十
月
十
七
日
。
典
拠
は
註
（
１
）
に
同
じ
。

（
３
）	

さ
ら
に
言
え
ば
、
川
路
聖
謨
の
主
張
し
た
神
武
天
皇
陵
の
所
在
地
は
元
禄
の
修
陵
で
幕
府
が
決
定
し
た
神
武
天
皇
陵
、
つ
ま
り
文
久
の
修
陵
に
お
け
る

綏
靖
天
皇
陵
（
奈
良
県
橿
原
市
四
条
町
）
で
あ
っ
た
（
吉
田
著
「
奈
良
奉
行
川
路
聖
謨
が
見
た
幕
末
大
和
の
被
差
別
民
」
三
十
～
四
頁
）。
文
久
の
修
陵
に

お
け
る
神
武
天
皇
陵
の
所
在
地
の
議
論
に
、
川
路
聖
謨
が
関
与
し
た
の
で
も
、
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
も
な
い
。

（
４
）	

前
稿
Ｂ
、
五
十
八
～
九
頁
。

（
５
）	

前
稿
Ｂ
、
六
十
五
頁
。

（
６
）	

前
稿
Ｂ
、
六
十
五
～
六
頁
。

（
７
）	

前
稿
Ｂ
、
六
十
六
頁
。

（
８
）	

前
稿
Ｂ
、
六
十
六
～
七
頁
。

（
９
）	

な
お
一
般
に
、
奈
良
奉
行
所
の
与
力
・
同
心
等
は
、
新
任
の
奈
良
奉
行
の
領
内
巡
見
等
を
円
滑
に
進
め
る
た
め
に
、
日
頃
か
ら
領
内
の
寺
社
等
や
各
地
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が
あ
り
、
夕
七
ツ
時
に
帰
宅
し
た
。

　
こ
こ
に
『
庁
攬
』
の
視
点
は
南
都
（
奈
良
）
に
移
る
。

　
　
　
　
　
十
一
、
南
都
に
て

　
史
料
十
三
、
文
久
三
年
七
月
十
四
日
条
「
御
陵
御
普
請
か
わ
り
な
き
旨
申
し
聞
か
せ
置
く
」

　
五
ツ
半
時
比
出
勤
　
羽
田
謙
左
衛
門
同
半
之
丞
橋
本
彦
兵
衛
江

御
陵
御
普
請
之
次
第
其
外
相
替
義
無
之
旨
申
聞
置
候
事

　
南
都
帰
着
の
日
、
中
條
良
蔵
は
五
ツ
半
に
「
出
勤
」
し
、
羽
田
謙
右
衛
門
・
同
半
之
丞
・
橋
本
彦
兵
衛
に
、
神
武
天
皇
陵
の
普
請
が
か
わ
り

な
く
進
ん
で
い
る
旨
を
申
し
聞
か
せ
た
こ
と
を
記
す
。

　
　
　
　
　
お
わ
り
に

　
本
稿
で
は
、
奈
良
奉
行
所
の
与
力
等
に
よ
る
「
参
詣
」
等
や
山
陵
奉
行
戸
田
忠
至
か
ら
の
「
中
元
御
祝
義
金
三
百
疋
」
を
め
ぐ
っ
て
多
く
の

紙
幅
を
割
い
た
が
、
考
え
て
も
み
れ
ば
、
最
も
記
事
の
量
も
多
く
、
そ
し
て
最
も
本
質
を
突
い
た
記
事
は
、
実
は
、「
土
木
」
や
「
石
」
の
記

事
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
ま
さ
に
、
神
武
天
皇
陵
の
ほ
と
ん
ど
総
て
の
部
分
が
「
土
木
」
や
「
石
」
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
正
確
な

表
現
で
も
あ
る
。
ど
の
よ
う
に
し
て
「
土
木
」
が
調
達
さ
れ
、
ど
の
よ
う
に
し
て
「
石
」
が
切
り
出
さ
れ
、
ど
の
よ
う
に
し
て
そ
の
「
石
」
が

運
搬
さ
れ
、
そ
し
て
誰
が
ど
の
よ
う
に
し
て
こ
の
「
御
修
復
」
を
担
っ
た
の
か
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
明
ら
か
に
せ
ず
に
、
実
体
と
し
て
の
神
武

天
皇
陵
は
解
明
さ
れ
る
べ
く
も
な
い
。
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十
、「
石
」
⑤
、「
土
木
」
⑤

史
料
十
二
、
文
久
三
年
七
月
十
三
日
条
「
戌
亥
・
辰
巳
・
未
申
の
普
請
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
剰

○
戌
亥
角
五
十
　
　
　
東
　
土
木
半
分
入

　
辰
巳八

□

□
角
■
同
断
　
　
北
口
　
　
二
本
斗
残

　
未
申
角
五
ツ
　
　
　
南
　
　
　
半
分
入

　
　
　
　
　
　
　
　
　
西
　
　
　
同
断

○
御
普
請
懸
り
　
　
出
役
　
　
　
黒
瀬
敬
助

　
交
代
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
新
民
作

　
　
久
保
千
代
之
助
　
　
　
　
　
松
井
良
助

　
窪
田
市
右
衛
門
　
　
　
　
林
藤
左
衛
門

　
御
修
復
の
進
行
を
記
す
。
た
だ
し
、「
土
木
」
と
の
文
言
は
み
え
る
も
の
の
、「
石
」
に
つ
い
て
の
確
た
る
記
載
は
な
い
。「
未
申
角
五
ツ
」

等
と
あ
る
の
が
「
石
」
を
表
し
て
い
る
記
載
か
と
思
わ
れ
る
。

　
山
陵
奉
行
方
（「
御
普
請
懸
」）
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
も
よ
く
記
録
さ
れ
て
い
る
。

　
史
料
十
二
の
右
の
引
用
に
続
く
部
分
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
事
柄
が
記
さ
れ
て
い
る
。
十
二
日
夕
に
林
藤
左
衛
門
が
今
井
町
帰
着
、
十
三
日

四
ツ
時
比
に
中
條
良
蔵
が
旅
宿
四
条
屋
太
右
衛
門
方
を
発
足
し
、「
金
五
十
疋
」
を
「
中
元
祝
義
」
と
し
て
遣
わ
し
、
今
井
町
に
て
絵
図
料
金

二
百
疋
を
嘉
右
衛
門
へ
渡
し
、
お
っ
て
不
足
勘
定
を
す
る
積
り
で
あ
る
と
し
、
八
ツ
半
時
に
南
都
奉
行
所
に
着
い
て
「
御
居
間
」
に
て
「
御
達
」
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正
親
町
家
は
戸
田
家
と
は
「
格
段
の
続
柄

）
11
（

」
と
さ
れ
、
事
実
戸
田
忠
至
は
上
方
で
の
活
動
に
あ
た
っ
て
、
正
親
町
実
愛
を
常
に
頼
っ
て
い
た
。

そ
の
正
親
町
実
愛
が
戸
田
忠
至
に
対
し
て
、「
悪
評
」
に
つ
い
て
は
必
ず
「
懸
念
」
に
は
及
ば
な
い
と
慰
め
る
か
の
よ
う
に
述
べ
る
の
で
あ
る
。

　「
悪
評
」
と
行
賞
の
間
に
戸
田
忠
至
は
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
と
「
中
元
御
祝
義
金
三
百
疋
」
は
無
関
係
で
は
な
い

（
補
註
）。

　
　
　
　
　
九
、「
中
元
御
祝
義
」
に
つ
き
挨
拶
、
御
普
請
詰
所
図
面

史
料
十
一
、
文
久
三
年
七
月
十
二
日
条
「
山
陵
御
普
請
所
懸
よ
り
中
元
御
祝
義
旅
宿
ヘ
挨
拶
、
御
普
請
場
詰
所
図
面
」

○
山
陵
御
普
請
懸
り
旅
宿
江

前
段
中
元
御
祝
儀
被
下
候
為
挨
拶
、
中
條
良
蔵
同
道
二
人
と
も
罷
越
之
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
昼
比

○
同
懸
り
出
役
黒
瀬
啓
助
　
　
久
保
千
代
之
助
相
詰
□
居
事

　
　
　
　
　
　
小
林
仙
三

○
同
林
藤
左
衛
門
者

南
都
表
ヘ
出
役
ニ

付
不
参
之
事

○
御
普
請
場
詰
所
之
図
面
黒
瀬
啓
介
よ
り
被
差
出
候
事

　
同
日
条
の
記
述
は
前
日
（
十
一
日
）
条
の
記
述
の
後
を
承
け
た
内
容
が
多
い
。

　
一
番
目
と
二
番
目
は
、
山
陵
奉
行
か
ら
の
「
中
元
御
祝
義
」
を
下
さ
れ
た
「
挨
拶
」
の
た
め
に
中
條
良
蔵
ら
が
「
山
陵
御
普
請
懸
り
旅
宿
」

へ
赴
い
た
こ
と
、
そ
の
際
誰
が
い
た
か
に
つ
い
て
の
記
述
で
あ
る
。

　
三
番
目
は
、
林
藤
左
衛
門
が
奈
良
（「
南
都
表
」）
に
出
て
い
て
不
在
で
あ
っ
た
こ
と
を
記
す
が
、
こ
れ
は
前
日
条
に
も
み
え
て
い
る
。

　
四
番
目
に
は
「
御
普
請
場
詰
所
之
図
面
」
が
黒
瀬
啓
介
か
ら
差
し
出
さ
れ
た
こ
と
を
記
す
。
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か
ら
の
批
判
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

山
陵
御
修
補
の
義
元
々
水
府
に
て
荒
方
取
調
に
相
成
候
処
、
勇
記
よ
り
奸
謀
を
以
て
引
込
候
趣
に
て
、
水
府
藩
甚
立
服

（
腹
）

私
身
分
に
も
拘
り

候
抔
の
風
説
有
之
、
右
を
此
方
の
者
共
聞
込
、
尚
又
彼
是
議
し
候
趣
に
て
、
畢
竟
君
公
を
踏
台
に
致
し
右
功
を
奪
ひ
取
候
抔
申
触
、
水
府
の

手
に
為
触
候
て
は
不
相
成
此
方
の
人
に
て
可
致
殺
害
の
形
勢
風
聞
御
座
候
旨

）
11
（

　「
奸
謀
」「
立
腹
」、
ま
た
「
殺
害
」
と
は
こ
れ
以
上
は
な
い
直
接
的
な
文
言
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
文
久
三
年
六
月
四
日
に
は
す
で
に
神
武

天
皇
陵
御
修
復
も
進
み
、
奈
良
奉
行
所
の
与
力
も
「
詰
切
」
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
当
時
に
お
け
る
「
奸
謀
」「
立
腹
」
で
あ
り
「
殺
害
」
で

あ
る
。

　
同
じ
史
料
は
さ
ら
に
、
武
田
耕
雲
斎
か
ら
水
戸
藩
内
の
様
子
を
知
ら
せ
る
「
挨
拶
」
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
次
の
通
り
で
あ
る
。

山
陵
修
補
の
義
は
兼
々
申
述
候
通
誠
に
御
美
事
に
て
、
拙
藩
抔
倶
に
奉
賀
事
に
御
座
候
、
も
し
山
陵
修
補
の
義
を
何
と
か
申
者
有
之
候
は
ゞ

嫉
心
生
じ
候
義
に
て
御
座
候
、
拙
藩
之
者
抔
は
倶
に
賀
し
候
共
何
共
申
者
は
無
之
、
万
一
申
者
有
之
候
は
前
段
の
通
嫉
妬
よ
る
起
り
候
義
、

武
門
の
恥
辱
に
御
座
候
間
御
疑
念
御
修
補
成
、　
天
朝
を
奉
慰
候
様
に
と
の
挨
拶
に
御
座
候

）
11
（

　
こ
こ
で
は
武
田
耕
雲
斎
の
言
に
よ
っ
て
「
嫉
心
」「
嫉
妬
」
と
述
べ
ら
れ
て
は
い
る
が
、
そ
の
内
実
は
先
に
み
た
通
り
の
も
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
こ
の
間
に
お
け
る
戸
田
忠
至
へ
の
行
賞
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
文
久
二
年
九
月
二
十
九
日
に
は
幕
府

よ
り
諸
大
夫
格
、
同
年
十
月
二
十
二
日
に
は
幕
府
よ
り
山
陵
奉
行
、
文
久
三
年
正
月
二
十
一
日
に
は
従
五
位
下
、
大
和
守
、
二
百
人
扶
持
と
な
っ

て
い
る

）
11
（

。
文
久
の
修
陵
に
携
わ
る
前
の
戸
田
忠
至
は
、
藩
主
戸
田
家
の
生
れ
な
が
ら
家
老
間
瀬
家
の
家
督
を
相
続
し
て
お
り
、
身
分
と
し
て
は

あ
く
ま
で
宇
都
宮
藩
の
家
老
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
れ
を
考
え
て
み
れ
ば
、
ま
さ
に
異
例
の
大
出
世
で
あ
っ
た

）
11
（

。

　
戸
田
忠
至
へ
の
非
難
は
そ
の
後
も
決
し
て
終
わ
ら
な
い
。
次
に
文
久
三
年
六
月
四
日
「
山
陵
修
補
悪
評
に
つ
き
返
書
」（
正
親
町
三
条
実
愛

→

戸
田
忠
至

）
11
（

）
か
ら
引
く
。

　
山
陵
御
用
悪
評
等
可
有
之
哉
、
御
配
慮
之
趣
早
々
内
々
承
合
、
先
便
粗
致
啓
上
置
候
通
必
御
懸
念
ニ
ハ
及
ひ
申
間
敷
候
処

）
11
（
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著
者
は
す
で
に
こ
の
よ
う
な
問
題
に
注
目
し
て
「『
文
久
の
修
陵
』
の
『
悪
評
』」（
地
方
史
研
究
協
議
会
『
地
方
史
研
究
』
第
五
十
巻
第
五
号

〔
通
巻
第
二
八
七
号
〕、
二
〇
〇
〇
年
十
月
）
を
著
し
、
こ
れ
ら
の
「
悪
評
」
に
つ
い
て
論
じ
た
。
詳
し
く
は
同
論
文
を
参
照
願
う
他
は
な
い
が
、

そ
う
で
あ
れ
ば
山
陵
奉
行
戸
田
忠
至
と
し
て
は
、御
修
復
の
完
璧
を
期
し
て
関
連
先
に
は
配
慮
を
怠
ら
な
い
こ
と
が
肝
要
と
考
え
る
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
み
た
「
中
元
御
祝
義
金
三
百
疋
」
を
そ
の
延
長
と
し
て
捉
え
る
こ
と
は
、
決
し
て
不
自
然
で
は
な
い
。
以
下
、
右
の
拙
稿
の
要
旨
を
振

り
返
り
つ
つ
こ
の
点
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
ま
ず
焦
点
を
あ
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
戸
田
忠
至
に
対
す
る
非
難
の
中
で
も
、
本
稿
で
取
り
上
げ
て
い
る
文
久
三
年
七
月
ま
で
の
戸

田
忠
至
に
対
す
る
非
難
で
あ
る
。
右
記
の
拙
稿
で
は
四
点
の
史
料
を
取
り
上
げ
た
が
、
そ
の
内
の
三
点
ま
で
が
文
久
三
年
七
月
以
前
の
も
の
で

あ
る
。
以
下
こ
の
三
点
の
史
料
に
つ
い
て
順
に
簡
単
に
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
ま
ず
は
、「
山
陵
修
補
誹
謗
に
つ
き
献
言

）
11
（

」
で
あ
る
。
年
代
は
欠
け
て
い
る
も
の
の
文
久
二
年
閏
八
月
の
「
山
陵
修
補
の
建
白
」
直
後
の
も

の
で
あ
り
、
ま
た
、
差
出
人
・
宛
名
を
と
も
に
欠
く
が
宇
都
宮
藩
士
か
ら
戸
田
忠
至
に
宛
て
ら
れ
た
書
翰
と
み
て
よ
い
。
こ
こ
に
は
、「
御
陵

一
件
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

小
人
奸
吏
よ
り
伺
候
へ
ば
如
何
歟
可
評
、
或
は
美
名
を
仮
り
て
賞
を
貪
る
巧
な
り
、
或
は
事
に
托
し
て
金
銭
を
利
す
る
計
略
な
る
の
と
彼
是

誹
謗
可
致
、
総
て
人
の
功
作
を
嫉
妬
し
て
盛
事
を
妨
候
は
、
小
人
奸
吏
の
常
態
に
候
へ
ば
、
聊
も
手
抜
過
失
等
有
之
候
は
ゞ
忽
其
虚
に
乗
じ
、

如
何
様
の
妨
可
致
も
難
計

）
1（
（

　「
小
人
奸
吏
」
に
よ
る
「
美
名
を
仮
り
て
賞
を
貪
る
巧
」「
事
に
托
し
て
金
銭
を
利
す
る
計
略
」
の
言
、ま
た
、「
聊
も
手
抜
過
失
等
有
之
候
は
ゞ

忽
其
虚
に
乗
じ
、
如
何
様
の
妨
可
致
も
難
計
」
と
の
観
測
は
、
痛
切
な
危
機
感
を
戸
田
忠
至
に
抱
か
し
め
る
に
充
分
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

　
次
は
、文
久
三
年
三
月
二
日
「
山
陵
修
補
君
公
を
踏
台
他
等
の
論
に
つ
き
書
翰
」（
戸
田
忠
至→

中
島
薫
九
郎

）
11
（

）
で
あ
る
。
中
島
薫
九
郎
は
、

戸
田
忠
至
夫
人
の
弟
で
宇
都
宮
藩
の
重
役
で
あ
る
。
こ
の
時
点
で
は
、
す
で
に
孝
明
天
皇
の
「
御
沙
汰
」
に
よ
っ
て
神
武
天
皇
陵
は
ミ
サ
ン
ザ

イ
に
決
定
さ
れ
て
い
る
。
次
の
引
用
か
ら
は
、
宇
都
宮
藩
が
山
陵
修
補
を
行
な
う
こ
と
に
つ
い
て
の
水
戸
藩
に
よ
る
批
判
や
、
宇
都
宮
藩
内
部
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さ
れ
た
こ
と
を
記
す
。

　
次
は
、
副
田
元
右
衛
門
が
交
代
す
る
の
で
引
き
渡
し
の
た
め
藤
田
弥
太
郎
が
同
道
し
て
御
普
請
所
に
罷
り
越
し
た
。
そ
の
際
、
明
日
の
十
二

日
か
明
後
日
の
十
三
日
に
「
石
出
之
御
場
所
」
を
見
分
に
両
人
が
罷
り
越
す
が
、
盆
休
み
な
の
で
十
七
日
に
藤
田
弥
太
郎
が
御
普
請
場
に
相
詰

め
る
積
り
な
の
で
申
し
談
ず
る
、
と
い
う
内
容
で
あ
る
。

　
三
番
目
は
、「
石
」
等
に
関
す
る
記
述
と
し
て
史
料
八
に
続
く
も
の
で
あ
る
。「
戌
亥
角
」
に
「
都
合
石
数
四
十
」
と
、「
辰
巳
角
」
に
「
都

合（
石
数
）

同
四
十
」
と
な
っ
た
こ
と
を
記
す
も
の
で
あ
る
。

　
四
番
目
は
「
御
陵
御
普
請
所
之
絵
図
」
に
つ
い
て
の
記
事
で
あ
る
。
こ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
「
御
普
請
懸
り
黒
瀬
敬
助
　
小
林
仙
三
　
久
保

千
代
之
助
」
は
山
陵
奉
行
方
で
あ
る
か
ら
、『
庁
攬
』、
つ
ま
り
奈
良
奉
行
方
か
ら
す
れ
ば
、「
御
陵
御
普
請
所
之
絵
図
」
が
山
陵
奉
行
方
か
ら

差
し
出
さ
れ
た
旨
の
記
事
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
五
番
目
は
、
林
藤
左
衛
門
が
奈
良
に
出
立
す
る
記
事
で
あ
る
。

　
最
後
の
条
は
、
山
陵
奉
行
戸
田
忠
至
が
「
中
元
御
祝
義
金
」
と
し
て
「
三
百
疋
」
を
下
さ
れ
た
と
い
う
記
事
で
あ
る
。
戸
田
忠
至
か
ら
直
接

受
け
取
る
の
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
上
に
、
そ
の
記
述
は
簡
潔
で
あ
り
特
段
眼
を
引
く
も
の
で
は
な
い
か
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
も
「
中
元
」
と

し
て
と
い
う
こ
と
な
ら
ば
、
季
節
的
な
贈
答
慣
行
と
い
う
見
方
も
で
き
る
。
事
実
、『
庁
攬
』
に
も
「
中
元
御
祝
義
」
に
つ
い
て
の
記
事
は
散

見
さ
れ
る
。

　
し
か
し
他
方
、
こ
の
「
中
元
御
祝
義
金
三
百
疋
」
の
裏
面
に
は
、
戸
田
忠
至
の
鬱
屈
し
た
心
情
が
あ
る
と
す
る
見
方
も
ま
た
あ
り
得
る
。

　
と
い
う
の
も
、
こ
の
「
文
久
の
修
陵
」
は
一
面
で
は
大
い
に
評
判
が
悪
い
も
の
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
山
陵
修
補
は
歴
代
天
皇
の
遺
骸

が
眠
る
と
さ
れ
る
墓
所
を
そ
れ
に
相
応
し
く
整
備
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
点
で
は
勤
王
の
志
の
直
截
な
表
現
と
し
て
称
え
ら
れ
て
然
る
べ

き
で
あ
る
し
、
事
実
そ
の
よ
う
な
評
価
は
存
し
た
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
評
価
は
、
そ
れ
を
企
画
・
立
案
し
実
行
す
る
者
が
得
る
で
あ
ろ
う
行

賞
等
に
ま
で
見
通
し
が
及
ん
だ
時
、時
を
置
か
ず
に
「
悪
評
」「
誹
謗
」「
計
略
」「
立
腹
」
等
と
い
っ
た
い
わ
ば
非
難
に
転
じ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
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八
、「
土
木
」
④
、「
石
」
④
、
山
陵
奉
行
よ
り
「
中
元
御
祝
義
金
三
百
疋
」

史
料
十
、
文
久
三
年
七
月
十
一
日
条
「
神
保
家
よ
り
土
木
・
松
木
献
納
、
副
田
元
右
衛
門
・
藤
田
弥
太
郎
交
代
並
十
二
日
・
十
三
日
両
人
石

出
の
場
所
見
分
、
戌
亥
・
辰
巳
角
の
石
数
、
御
陵
御
普
請
所
絵
図
、
戸
田
様
よ
り
御
祝
義
中
元
金
金
百
疋
」

○
献
納
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
神
保
家
出
役

　
　
　
土
木
　
　
　
廿
七
本
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
吉
川
周
治
郎

　
　
　
松
木
　
　
　
二
百
四
十
九
本

○
副
田
元
右
衛
門
義
交
代
ニ

付
為
引
渡
藤
田
弥
太
郎
同
道
御
普
請
所
江

被
罷
越
候
、
其
節
明
十
二
日
明
後
十
三
日
者

石
出
之
御
場
所
見
分
ニ

両

人
共
被
罷
越
、
盆
中
休
ニ

付
十
七
日
ニ

藤
田
弥
太
郎
御
普
請
場
江

被
相
詰
候
積
申
談
置
之
事

○
戌
亥
角
　
都
合
石
数
四
十

　
辰
巳
角
　
都
合
同
四
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
昼
比

○
御
普
請
懸
り
　
　
　
黒
瀬
敬
助
　
小
林
仙
三
　
　
　
　
　
　
久
保
千
代
之
助

○
御
陵
御
普
請
所
之
絵
図
一
枚
黒
瀬
敬
助
よ
り
被
差
出
之
事

　
　
　
　（
略
）

○
林
藤
左
衛
門
今
日
発
足
南
都
表
江

被
罷
越
之
事

○
戸
田
様

為
中
元
御
祝
義
金
三
百
疋
被
下
候
事

　
一
番
目
は
、「
土
木
」
等
の
記
事
と
し
て
史
料
七
に
続
く
も
の
で
あ
る
。
神
保
家
よ
り
「
土
木
」
二
十
七
本
と
「
松
木
」
二
四
九
本
が
「
献
納
」
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○
桜
井
村
庄
屋
四
郎
兵
衛
義
、
源
井
源
太
左
衛
門

之
書
状
持
参
及
開
封
候
処
、
来
ル
十
二
日
桜
井
道
筋
大
市
ニ

付
石
運
送
方
之
義
ニ

付
内

談
申
越
ス

右
源
太
左
衛
門
よ
り
申
越
之
趣
林
藤
左
衛
門
江

申
聞
置
、
桜
井
村
役
人
共

明
後
十
二
日
者

桜
井
大
市
ニ
而

商
人
其
外
と
も
群
集
ニ

付
、
双
方

怪
我
無
之
様
取
締
方
勘
弁
之
義
為
相
願
之
處
、
右
道
筋
□
□
来
十
二
日
破
損
所
造
作
ニ

取
懸
リ

候
付
、
牛
車
往
来
無
之
旨
被
申
渡
候
段
、
右

村
庄
屋
四
郎
兵
衛
申
出
ル
、
林
藤
左
衛
門
義
も
佐
々
倉
権
左
衛
門
を
以
被
申
越
候
間
、
其
段
源
井
源
太
左
衛
門
江

返
書
遣
之
事

　
こ
れ
は
桜
井
村
庄
屋
の
四
郎
兵
衛
が
、
源
井
源
太
左
衛
門
か
ら
の
書
状
を
持
参
し
た
の
で
開
封
し
た
と
こ
ろ
、
来
る
十
二
日
に
「
桜
井
道
筋

大
市
」
で
「
石
運
送
方
」
に
つ
い
て
「
内
談
」
を
申
し
越
し
て
い
る
。
そ
の
申
し
越
し
の
内
容
は
、
桜
井
村
の
役
人
共
が
明
後
日
（
十
二
日
）

の
「
桜
井
大
市
」
で
「
商
人
」
そ
の
他
が
多
く
集
ま
る
の
で
「
双
方
」
に
け
が
人
が
で
な
い
よ
う
に
取
り
締
り
に
つ
い
て
宜
し
く
取
り
計
い
を

願
い
た
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
道
筋
（
不
明
）
来
る
十
二
日
は
破
損
し
た
箇
所
の
手
入
れ
に
か
か
る
た
め
「
牛
車
」
の
往
来
は
な

い
旨
申
し
渡
し
た
こ
と
を
、
桜
井
村
庄
屋
四
郎
兵
衛
が
申
し
出
、
林
藤
左
衛
門
も
佐
々
倉
権
左
衛
門
に
申
し
越
さ
れ
た
の
で
、
そ
の
旨
を
源
井

源
太
左
衛
門
へ
返
書
を
遣
わ
し
た
、
と
い
う
内
容
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
は
、「
桜
井
大
市
」
で
の
「
群
集
」
の
「
双
方
怪
我
無
之
様
取
締
」
が
大
き
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
が
、
当
日
は
「
牛
車
往
来
」
が

な
い
こ
と
が
判
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
事
態
が
解
決
し
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
神
武
天
皇
陵
御
修
復
に
は
欠
か
す
こ
と
が
で
き
な

い
「
牛
車
」
に
よ
る
「
石
」
の
運
搬
は
、
地
元
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
が
交
通
の
上
で
の

問
題
な
の
か
、
そ
れ
と
も
他
の
事
柄
に
よ
る
問
題
に
よ
る
も
の
な
の
か
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
速
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
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反
映
さ
れ
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
三
番
目
に
は
、「
秋
元
但
馬
守
家
来
」
が
神
武
天
皇
陵
御
修
復
の
「
様
子
」
を
「
内
々
」
に
「
拝
見
」
す
る
積
り
で
あ
る
こ
と
を
林
藤
左
衛

門
か
ら
聞
き
、
こ
れ
を
「
承
」
っ
た
と
い
う
記
事
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
、「
秋
元
但
馬
守
」に
つ
い
て
若
干
述
べ
る
こ
と
に
し
た
い
。こ
の「
秋
元
但
馬
守
」は
上
野
国
館
林
藩
主
秋
元
志
朝
で
、雄
略
天
皇
陵（
河

内
国
丹
南
郡
島
泉
村
、
大
阪
府
羽
曳
野
市
島
泉
）
が
館
林
藩
領
に
あ
っ
た
由
縁
が
あ
る

）
（1
（

。
そ
れ
に
よ
っ
て
館
林
藩
は
自
領
内
の
雄
略
天
皇
の
修

補
を
幕
府
に
願
い
出
た
も
の
の
自
ら
普
請
を
差
配
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、
人
員
・
資
金
・
資
材
の
提
供
に
限
っ
て
許
可
さ
れ
た

）
（1
（

。
も
っ
と
も
、

雄
略
天
皇
陵
が
修
補
に
着
手
さ
れ
た
の
が
元
治
元
年
二
月
、
落
成
し
た
の
が
同
年
十
一
月
で
あ
る

）
（1
（

か
ら
、
こ
こ
に
み
え
る
「
秋
元
但
馬
守
家
来

御
陵
所
御
普
請
之
様
子
内
々
為
心
得
拝
見
」
と
い
う
の
は
、
来
る
べ
き
自
領
内
の
雄
略
天
皇
陵
修
補
の
人
員
等
の
提
供
の
為
の
準
備
と
位
置
付

け
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
四
番
目
に
つ
い
て
述
べ
る
。
副
田
元
右
衛
門
か
ら
の
書
状
を
開
封
し
た
と
こ
ろ
、
次
の
よ
う
に
あ
っ
た
。
自
分
（
副
田
元
右
衛
門
）
と
代
っ

た
藤
田
弥
太
郎
が
、
明
日
十
日
に
八
木
村
着
の
積
り
と
の
先
触
れ
が
た
だ
今
着
い
た
が
、
こ
の
旅
宿
の
件
は
今
井
町
で
差
し
支
え
が
な
い
か
伺

い
申
し
上
げ
る
。
も
っ
と
も
八
木
村
の
役
人
が
罷
り
出
て
い
る
の
で
、
今
井
方
で
差
し
支
え
る
の
な
ら
八
木
村
に
仰
せ
付
け
ら
れ
る
と
存
じ
て

い
る
の
で
よ
ろ
し
く
頼
み
た
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
次
第
で
あ
る
か
ら
今
井
町
役
人
共
に
申
す
に
付
き
再
三
取
り
調
べ
さ

せ
た
が
役
立
つ
よ
う
な
旅
宿
は
な
い
の
で
、
書
き
付
け
と
し
て
（
こ
れ
を
）
副
田
元
右
衛
門
へ
佐
々
倉
権
右
衛
門
を
も
っ
て
差
し
出
さ
せ
た
。

以
上
が
お
よ
そ
の
内
容
で
あ
る
。
奈
良
奉
行
方
の
宿
所
を
め
ぐ
る
や
り
取
り
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
七
、
石
運
送
方
内
談

　
史
料
九
、
文
久
三
年
七
月
十
日
条
「
十
二
日
に
桜
井
道
筋
大
市
に
て
石
運
送
方
内
談
に
つ
き
書
状
」
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堀
辰
巳
方
九
ツ
、
戌
亥
方
大
石
十
積
有
之
（
略
）

　
昼

○
四
ツ
時
比

雨
強
相
成
職
業
難
致
ニ

付
相
止
候
間
、
引
取
呉
候
様
林
藤
左
衛
門

久
保
千
代
之
助
を
以
被
申
聞
候
ニ

付
引
取
候
事

○
秋
元
但
馬
守
家
来

御
陵
所
御
普
請
之
様
子
内
々
為
心
得
拝
見
ニ

罷
出
候
旨
林
藤
左
衛
門
ヘ
被
申
聞
候
由
側
ニ
而

承
候
事

同
日
八
ツ
時
頃

○
副
田
元
右
衛
門
よ
り
書
状
到
来
及
開
封
候
処

然
者

私
代
リ
合
藤
田
弥
太
郎
義
明
十
日
八
木
村
着
之
積
先
触
只
今
到
来
致
候
、
右
旅
宿
之
義
今
井
町
村
ニ
而

差
支
無
之
哉
相
伺
申
候
、
尤
八

木
村
役
人
罷
出
候
間
、
今
井
之
方
差
支
候
ハ
ヽ
八
木
村
江

被
　
仰
付
義
与

奉
存
候
、
宜
奉
頼
候

右
次
第
今
井
町
役
人
共
江

申
付
再
三
為
取
調
候
得
者

用
立
候
旅
宿
無
之
ニ

付
、
書
付
致
し
副
田
元
右
衛
門
ヘ
佐
々
倉
権
右
衛
門
を
以
為
差
出
候

事
　
七
月
九
日
条
は
、
神
武
天
皇
陵
修
復
関
連
に
限
っ
て
も
四
つ
の
記
事
に
わ
た
る
。

　
第
一
は
、「
石
」
等
に
関
す
る
記
事
と
し
て
史
料
七
に
続
く
も
の
で
あ
る
。「
堀
」
に
大
石
が
「
辰
巳
方
」
に
九
、「
戌
亥
方
」
に
十
積
ま
れ

た
こ
と
を
記
す
。

　
次
に
は
、
強
雨
に
よ
っ
て
仕
事
（「
職
業
」）
を
休
む
と
い
う
記
事
で
あ
る
。
同
じ
く
「
雨
」
に
つ
い
て
の
記
事
は
す
で
に
史
料
二
に
み
た
。

そ
の
際
に
は
、
雨
に
よ
る
「
引
取
」
の
願
が
ま
ず
「
職
人
共
」
か
ら
山
陵
奉
行
の
側
に
な
さ
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、
日
常
的
な
「
職
人

共
」
へ
の
直
接
の
指
図
は
山
陵
奉
行
方
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
と
述
べ
た
。
こ
の
史
料
八
に
お
い
て
も
、「
職
業
」
の
「
引
取
」

は
山
陵
奉
行
方
か
ら
奈
良
奉
行
方
に
連
絡
が
あ
っ
た
。
こ
の
順
序
に
は
、
御
修
復
に
お
け
る
奈
良
奉
行
方
と
山
陵
奉
行
方
の
役
割
分
担
が
よ
く
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　　（9）

　
　
　
　
　
五
、「
土
木
」
③
、「
石
」
②

　
史
料
七
、
文
久
三
年
七
月
八
日
条
「
神
保
家
よ
り
土
木
二
十
本
献
納
」「
大
石
堀
へ
入
る
」

　
献
納

○
土
木
　
　
廿
本
　
　
松
木
廿
本
　
　
吉
川
周
治
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　

神
保
家
出
役

　
同
日

○
朝
大
石
五
ツ
堀
ヘ
入
ル
　
　
　
　
山
陵
懸
リ
出
役

　
　
　
　

又
三
ツ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
前
同
断

）
（1
（

　
戌
亥
角
ニ
六
ツ

　
史
料
七
の
前
段
は
「
土
木
」
等
に
関
す
る
記
事
と
し
て
史
料
四
に
、
同
じ
く
後
段
は
「
石
」
等
に
関
す
る
記
事
と
し
て
史
料
二
に
続
く
も
の

で
あ
る
。
前
段
は
神
保
家
よ
り
「
土
木
」
二
十
本
と
「
松
木
」
二
十
本
が
「
献
納
」
さ
れ
た
こ
と
を
、後
段
は
朝
「
大
石
」
が
「
五
ツ
」「
又
三
ツ
」

「
堀
」
に
入
り
、
ま
た
「
戌
亥
角
」
に
「
六
ツ
」
入
っ
た
こ
と
を
記
す
。

　
　
　
　
　
六
、「
石
」
③
、「
雨
」
②
、
秋
元
但
馬
守
家
来
罷
出

史
料
八
、
文
久
三
年
七
月
九
日
条
「
堀
に
大
石
積
、
雨
強
に
付
職
業
休
み
、
秋
元
但
馬
守
家
来
御
陵
所
御
普
請
の
様
子
内
々
拝
見
に
付
承
候

事
、
藤
田
弥
太
郎
明
十
日
八
木
村
着
に
付
旅
宿
の
義
に
付
書
状
到
来
」
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（8）　　

み
な
が
ら
腰
を
お
ろ
し
煙
草
を
一
服
し
て
い
た
と
き
、
眼
前
に
小
高
い
地
ぶ
く
れ
が
か
す
か
に
形
と
な
っ
て
見
え
て
き
た
の
で
陵
墓
の
跡
と

決
心
し
た

）
（1
（

と
い
う
。
し
か
し
、
そ
れ
な
ら
こ
こ
か
ら
古
代
の
証
拠
物
が
出
な
い
と
ど
ん
な
難
題
も
起
さ
れ
る
恐
れ
も
あ
る
。
そ
う
な
れ
ば
山

陵
修
補
発
案
者
の
自
分
も
切
腹
を
覚
悟
し
な
け
れ
ば
と
真
剣
に
考
え
た
」
と
い
う
悲
壮
な
話
を
聞
か
さ
れ
た
の
は
少
年
の
こ
ろ
で
あ
っ
た

）
（1
（

。

　
こ
こ
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
ミ
サ
ン
ザ
イ
（
あ
る
い
は
神
武
田
。
以
下
で
は
こ
の
註
記
を
略
す
る
）
と
い
わ
れ
る
該
地
が
確

か
に
神
武
天
皇
陵
な
の
か
と
悩
む
縣
勇
記
の
鬱
々
た
る
心
中
で
あ
る
。
い
く
ら
谷
森
善
臣
ら
の
学
者
が
文
献
を
も
と
に
神
武
天
皇
陵
は
こ
こ
だ

と
い
っ
て
も
、
山
陵
修
補
の
現
場
に
あ
る
者
に
と
っ
て
は
、「
古
代
の
証
拠
物
」
は
、
常
に
求
め
ら
れ
続
け
て
き
た
も
の
な
の
で
は
な
い
か
。

そ
の
こ
と
は
、
前
稿
Ｂ
の
「
四
、『
立
会
』
と
出
土
品

）
（1
（

」
で
詳
述
し
た
神
武
天
皇
陵
か
ら
の
種
々
の
出
土
品
に
つ
い
て
み
て
も
同
様
で
あ
る
。

そ
れ
ら
出
土
品
は
祭
祀
に
用
い
た
古
代
の
品
と
し
て
孝
明
天
皇
の
御
覧
に
供
せ
ら
れ
、
後
に
は
神
武
天
皇
陵
御
修
復
の
竣
功
を
記
念
す
る
石
碑

と
と
も
に
陵
域
内
に
埋
納
さ
れ
る
と
と
も
に
、
一
部
は
関
係
者
に
伝
え
ら
れ
た

）
（1
（

。

　
こ
の
こ
と
を
単
な
る
考
古
趣
味
の
発
露
と
見
做
し
て
し
ま
っ
て
は
、
事
の
本
質
を
見
誤
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
で
は
な
く
、
ミ
サ
ン
ザ
イ
が

確
か
に
神
武
天
皇
陵
で
あ
る
こ
と
の
眼
に
見
え
る
形
で
の
証
を
求
め
よ
う
と
す
る
指
向
性
、
言
い
換
え
れ
ば
、
自
ら
成
し
遂
げ
よ
う
と
し
て
い

る
こ
と
に
つ
い
て
の
正
統
性
の
保
証
を
求
め
よ
う
と
す
る
動
向
の
ひ
と
つ
と
し
て
捉
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
こ
れ
を
前
提
に
史
料
六
に
あ
る
「
笛
吹
神
祠
」「
不
動
寺
」
へ
の
「
参
詣
」
を
見
直
す
と
、
こ
れ
ら
は
総
じ
て
、
訪
問
先
と
神
武
天
皇
あ
る

い
は
神
武
天
皇
陵
と
の
何
ら
か
の
由
縁
が
あ
る
の
か
な
い
の
か
を
確
認
し
よ
う
と
す
る
た
め
の
業
務
の
一
環
と
し
て
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き

る
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
、『
庁
攬
』
は
奈
良
奉
行
所
与
力
に
よ
る
記
録
で
あ
り
、
一
方
右
に
み
た
縣
勇
記
は
山
陵
奉
行
方
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ

神
武
天
皇
陵
御
修
復
に
当
っ
て
の
立
場
の
違
い
は
あ
る
。
ま
た
こ
の
両
者
に
は
、
神
武
天
皇
陵
御
修
復
に
つ
い
て
の
思
惑
の
違
い
も
な
か
っ
た

と
は
限
ら
な
い
。
し
か
し
、
ミ
サ
ン
ザ
イ
が
確
か
に
神
武
天
皇
陵
で
あ
る
こ
と
の
具
体
的
な
証
を
求
め
よ
う
と
す
る
こ
と
そ
の
も
の
に
つ
い
て

は
、
奈
良
奉
行
所
方
で
あ
る
と
山
陵
奉
行
方
で
あ
る
と
を
問
わ
ず
、
大
き
な
関
心
事
で
あ
っ
た
の
は
確
か
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
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に
拠
る
限
り
確
定
で
き
な
い
。
ま
た
、
経
路
を
こ
と
細
か
く
記
し
た
こ
と
は
興
味
深
い
。
往
路
と
復
路
と
で
は
異
な
っ
た
道
を
通
っ
て
い
る
。

　
こ
の
「
笛
吹
山
神
祠
」「
上
ノ
坊
」「
不
動
寺
」
行
き
が
「
休
日
」
に
な
さ
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
安
易
に
物
見
遊
山
等
に
結
び
付
け
て
捉
え

ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
恐
ら
く
は
目
下
進
行
中
の
神
武
天
皇
陵
御
修
復
に
関
連
し
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
と
い
う
の
も
こ
の
よ
う
な
周
辺
寺
社
・
名
所
等
へ
の
出
張
は
、
前
稿
Ｂ
で
み
た
『
庁
攬
』
文
久
三
年
六
月
条
に
限
っ
て
も
、「
大
久
保
村
」（
橿

原
市
大
久
保
町
）
に
あ
る
と
い
う
「
神
武
社
」
に
「
参
詣
」
し
（『
庁
攬
』
六
月
二
十
日
条

（
５
）

）、「
雲
梯
村
」（
橿
原
市
雲
梯
町
）
の
「
大
坪
カ
ワ

原
又
は
官
家
屋
敷
家
家
畑
官
字
薮
」
を
見
て
そ
こ
が
「
古
の
官
跡
の
由
申
伝
候
」
と
同
村
の
助
七
か
ら
聞
き
（『
庁
攬
』
六
月
二
十
六
日
条

（
６
）

）、

忌
部
村
（
橿
原
市
忌
部
町
）
の
「
太
玉
命
社
（
天
太
玉
命
神
社
）」
の
「
縁
起
三
巻
」
を
同
村
助
七
が
所
蔵
す
る
の
を
持
参
さ
せ
て
見
（『
庁
攬
』

六
月
二
十
八
日
条

（
７
）

）、
さ
ら
に
、「
畝
傍
山
社
前
神
式
」
で
あ
る
埴
口
神
事
に
つ
い
て
『
庁
攬
』
に
書
き
こ
ん
で
い
る
（『
庁
攬
』
六
月
二
十
九

日
条

（
８
）

）
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
み
て
い
る
史
料
六
を
含
め
て
、
こ
れ
ら
が
物
見
遊
山
な
ど
で
は
な
く
、
神
武
天
皇
陵
御
修
復
に
関
わ
る
業
務
の
一

環
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
こ
れ
ら
の
「
参
詣
」
等
は
何
の
た
め
に
な
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
、
し
ば
ら
く
こ
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
に
し

た
い

（
９
）

。

　
そ
の
た
め
に
は
、
前
稿
Ｂ
で
も
引
い
た
長
嶋
元
重
著
「
随
想
宇
都
宮
藩
士
山
陵
修
補
事
業
と
考
古
資
料
―
神
武
陵
内
埋
没
碑
全
文
お
よ
び

神
武
陵
出
土
土
師
器
―
」（『
栃
木
県
考
古
学
会
誌
』
第
十
七
集
、
一
九
九
五
年
七
月
、
栃
木
県
考
古
学
会
）
が
良
い
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る

と
思
わ
れ
る
。
同
論
文
の
著
者
長
嶋
元
重
氏
は
、
前
稿
Ａ
で
み
た
縣
勇
記

）
（1
（

（
信
緝
、
六
石
）
の
曾
孫
で
あ
る
。
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
幕
府
側
か
ら
の
山
陵
学
者
・
谷
森
善
臣

）
（（
（

は
前
述
の
通
り
ミ
サ
ン
ザ
イ
説
を
力
説
し
た
の
で
宇
都
宮
藩
も
同
調
し
た
。
責
任
者
の
六
石
は
ミ

サ
ン
ザ
イ
と
決
定
す
る
か
ら
に
は
文
献
考
証
ば
か
り
で
な
く
、
実
証
す
る
資
料
が
な
い
も
の
か
と
悩
ん
だ
。
決
着
が
急
速
に
迫
っ
て
く
る
。

政
治
的
な
決
定
に
な
っ
て
い
っ
た
。
こ
の
時
の
様
子
を
六
石
の
三
男
佳
樹
信
陰
（
筆
者
〔
引
用
註
、同
論
文
の
著
者
長
嶋
元
重
氏
〕
の
祖
父
）

か
ら
の
伝
え
で
は
、「
亡
父
は
荒
野
の
ミ
サ
ン
ザ
イ
に
た
た
ず
み
思
案
に
ふ
け
り
な
が
ら
め
ざ
す
神
武
陵
は
果
し
て
こ
こ
で
よ
い
の
か
と
悩

192



（6）　　

　
　
　
　
　
朝
五
半
時
発
足

今
井
旅
宿

　
　
　
　
　
　
五
井
　
　
雲
梯
　
　
新
堂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
新
庄
　
　
山
田
　
　
笛
吹
　
　
馬
場
○

田
井
　
　
三
倉
堂
　
　
道
穂
　
　
○
平
岡
　
　
寺
口

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
口
△

　
　
　
　
　
倶
尸
羅
之
内

△
梅
室
　
　
　
清
瀧
山
　
不
動
寺
江

着
　
　
　
昼
九
ツ
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
午
ノ
刻

同
寺

帰
路
　
不
動
寺
発
足
　
昼
八
ツ
時
未
上
刻

　
　
　
　
　
　
　
　
南
方
ニ
ホ
ヽ
一
ツ
丘
ア
リ
　
　
　
　
　

　
倶
尸
羅
之
内
　
　
　
　
山
崎
松
本
　
　
　
葛
城
川
ヲ
渡
ル

　
　
山
開
　
　
小
林
　
　
　
倶
尸
羅
　
　
御
所
　
　
北
十
楚

　
　
　
　
　
北
根
成
柿
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
戸
毛
川
筋
渡
ル

　
　
柳
原
　
　
　
　
　
　
袴
坊
城
　
　
一
力
田
　
　
雲
梯

　
　
五
井
　
　
今
井
町
　
　
旅
宿
　
　
暮
六
時
帰
着

　
こ
こ
に
は
引
用
し
な
か
っ
た
が
、七
月
七
日
条
の
劈
頭
に
は「
休
日
」と
あ
る
。
こ
の
日
が
七
夕
の
節
句
に
あ
た
る
事
か
ら
の
記
載
で
あ
る
が
、

御
修
復
も
休
み
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
、
当
日
条
は
、「
笛
吹
山
神
祠
」
と
そ
の
麓
に
あ
る
「
上
ノ
坊
」、
そ
し
て
「
不
動
寺
」
を
訪
れ
た
記
録

で
あ
る
。
奈
良
奉
行
方
に
よ
る
「
参
詣
」
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
が
、
で
は
、
具
体
的
に
誰
が
行
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
は
本
文
中
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○
山
陵
懸
り
出
役

　
　
　
　
朝
　
林
藤
左
衛
門
　
　
　
　
　
昼
　
黒
瀬
敬
助

　
　
　
　
　
　
　
小
林
仙
三
　
　
　
　
　
　
　
　
久
保
千
代
之
助

　
史
料
四
・
五
は
、「
土
木
」
等
の
記
事
と
し
て
史
料
三
に
続
く
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
み
え
る
「
神
保
家
献
納
」
と
い
う
の
は
、
神
武
天
皇
陵

が
神
保
山
城
守
相
徳
の
領
内
に
営
ま
れ
た
由
縁
に
よ
っ
て
、
神
武
天
皇
陵
御
修
復
に
神
保
家
が
「
土
木
」「
松
木
」
を
献
上
し
た
こ
と
を
示
す
。

前
稿
Ｂ
の
「
六
、
木
材
と
石
の
献
納
・
調
達
」
に
お
い
て
も
神
保
家
に
よ
る
「
献
納
」
に
つ
い
て
は
触
れ
た

（
４
）

が
、
こ
こ
で
は
、「
土
木
廿
本
」（
四

日
条
）・「
土
木
十
八
本
」「
松
木
九
十
四
本
」（
六
日
条
）
の
献
納
に
つ
い
て
記
す
。
こ
の
神
保
家
に
よ
る
献
納
は
こ
の
後
も
継
続
す
る
こ
と
に

な
る
。
な
お
、
林
藤
左
衛
門
に
つ
い
て
は
既
に
指
摘
し
た
が
、
史
料
五
（
六
日
条
）
に
み
え
る
小
林
仙
三
・
黒
瀬
敬
助
・
久
保
千
代
之
助
も
山

陵
奉
行
方
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
四
、「
笛
吹
神
祠
」
等
へ
「
参
詣
」

　
史
料
六
、
文
久
三
年
七
月
七
日
条
「
笛
吹
神
祠
・
不
動
寺
に
参
詣
等
」

忍
海
郡

　
○
笛
吹
山
　
笛
吹
神
祠
へ
参
詣
、
右
社
之
麓
ニ

上
ノ
坊
と
称
シ
寺
あ
り
、
笛
吹
村
十
四
ヶ
村
祭
典

○
戒
那
山
　
有
二

瀑
布
三
ッ
一

、
但
瀑
布
よ
り
四
丁
斗
下
ノ
方
ニ

不
動
寺
と
い
ふ
あ
り
、
清
瀧
山
と
称
ス

　
高
市
郡
今
井
よ
り
不
動
寺
迄
二
里
半

　
右
者

葛
上
郡
具
尸
羅
村
の
西
の
方
ニ

当
る
、
尤
罷
越
候
道
筋
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（4）　　

つ
ま
り
山
陵
奉
行
の
側
に
対
し
て
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
を
「
聞
済
」
し
た
の
も
「
御
普
請
懸
り
」
で
あ
り
、
奈
良
奉
行
方
に
は
そ
の
結
果

が
伝
え
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。「
職
人
共
」
へ
の
日
常
的
な
直
接
の
指
図
等
は
山
陵
奉
行
方
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
窺
わ

せ
る
一
例
で
あ
る
。

　
史
料
三
の
前
段
は
、「
土
木
」
等
に
関
す
る
記
事
と
し
て
史
料
二
に
続
く
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、「
土
木
伏
セ
込
」
に
つ
い
て
そ
の
詳
細
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
史
料
三
の
後
段
は
、
当
日
の
「
山
陵
懸
り
」
が
前
日
と
同
じ
だ
っ
た
こ
と
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
三
、「
土
木
」
②

　
史
料
四
、
文
久
三
年
七
月
四
日
条
「
神
保
家
献
納
土
木
二
十
本
改
め
」

　
　
神
保
家
献
納

　
○
土
木
廿
本
　
林
藤
左
衛
門
与

立
会
改
ル

　
　
　
　
右
同
家
　
出
役
　
吉
川
周
治
郎

　
史
料
五
、
文
久
三
年
七
月
六
日
条
「
神
保
家
献
納
土
木
十
八
本
立
会
改
め
」

　
○
土
木
十
八
本
　
松
木
九
十
四
本

　
　
右
献
納
　
神
保
家
出
役

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
吉
川
周
治
郎

　
　
　
立
合マ

マ

改
　
林
藤
左
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
林
仙
三
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　　（3）

　
　
　
　
　
二
、「
土
木
」
①
、「
石
」
①
、「
雨
」
①

史
料
二
、
文
久
三
年
七
月
二
日
条
「
土
木
入
に
つ
き
立
会
、
桜
川
石
垣
八
間
出
来
」

　
　
　
　
　
南
北

○
今
日

堀
之
土
木
入
ニ

付
林
藤
左
衛
門
与

立
会
お
よ
び
之
事

　
　
　
　
　
側
へ

　（
略
）

○
桜
川
石
垣
八
間
ツ
ミ
今
日
出
来
有
之
事

○
同
日
九
ツ
半
時
比
よ
り
雨
降
出
シ
八
ツ
時
比
少
々
強
相
成
候
付
、
職
人
共
よ
り
御
普
請
懸
り
へ
相
願
聞
済
之
旨
林
藤
左
衛
門
義
下
役
を
以

被
申
聞
ニ

付
、
引
取
候
事

史
料
三
、
文
久
三
年
七
月
三
日
条
「
今
日
よ
り
土
木
伏
せ
込
」

○
今
日

土
木
伏
セ
込

○
山
陵
懸
り
出
役
前
同
断

　
ま
ず
史
料
二
の
「
堀
之
土
木
入
」
に
つ
い
て
、「
林
藤
左
衛
門
与
立
会
」
と
あ
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。『
庁
攬
』
は
奈
良
奉
行
所
与
力
に
よ
る

手
控
で
あ
る
が
、
こ
の
「
堀
之
土
木
入
」
に
つ
い
て
は
山
陵
奉
行
戸
田
大
和
守
配
下
の
林
藤
左
衛
門
と
と
も
に
「
立
会
」
を
し
た
の
で
あ
る
。

ま
た
「
桜
川
石
垣
八
間
ツ
ミ
今
日
出
来
有
之
事
」
と
あ
る
が
、「
石
」
に
関
す
る
記
事
は
以
降
頻
出
す
る
。

　
次
に
、
雨
に
よ
る
「
職
人
共
」
の
「
引
取
」
に
つ
い
て
み
る
。「
職
人
共
」
が
雨
に
よ
る
「
引
取
」
を
願
い
出
た
の
は
、「
御
普
請
懸
り
」、
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（2）　　

民
」（
奈
良
県
立
同
和
問
題
関
係
史
料
セ
ン
タ
ー
『
研
究
紀
要
』
第
十
二
号
、平
成
十
八
年
三
月
）
に
つ
い
て
は
前
稿
Ａ
・
Ｂ
で
は
触
れ
得
な
か
っ

た
の
で
、
こ
こ
で
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
同
論
文
の
「
二
、
川
路
聖
謨
が
見
た
大
和
・
奈
良
」
の
「
③
神
武
陵
の
比
定
作
業
」
は
、
奈
良
奉
行
川
路
聖
謨

（
１
）

に
よ
る
神
武
天
皇
陵
の
所
在

地
に
関
す
る
著
述
に
つ
い
て
、
特
に
本
居
宣
長
の
説
へ
の
批
判
に
注
目
し
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
、
本
稿
で
取
り
上
げ
る
奈
良
奉
行

山
岡
景
恭

（
２
）

の
場
合
と
比
較
す
る
と
、
山
岡
景
恭
の
奈
良
奉
行
着
任
時
に
は
す
で
に
神
武
天
皇
陵
の
場
所
は
決
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
山
岡

景
恭
に
と
っ
て
の
神
武
天
皇
陵
を
め
ぐ
る
問
題
は
、
当
然
神
武
天
皇
陵
の
場
所
を
め
ぐ
っ
て
の
事
柄
で
は
あ
り
得
ず
、
山
陵
奉
行
あ
る
い
は
京

都
所
司
代
と
の
関
係
に
お
け
る
神
武
天
皇
陵
御
修
復
の
具
体
的
な
施
工
の
管
理
に
も
は
や
限
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
、
大
き
な
特
徴
で
あ
る
と
言

う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
同
じ
く
奈
良
奉
行
と
し
て
神
武
天
皇
陵
と
関
わ
っ
た
こ
の
両
者
で
あ
る
が
、
当
面
す
る
事
柄
は
自
ず
か
ら
基
本
的
に
異

な
る
も
の
で
あ
っ
た

（
３
）

。

　
　
　
　
　
一
、
奈
良
奉
行
の
見
廻
り
日
程
問
合
せ

　
史
料
一
、
文
久
三
年
七
月
一
日
条
「
六
月
二
十
九
日
附
に
て
奉
行
普
請
所
見
廻
り
の
日
程
問
い
合
わ
せ
に
つ
き
御
用
状
差
出
す
」

○
昨
廿
九
日
附
ニ
而

同
日
夕
羽
田
源
左
衛
門
羽
田
半
之
丞
橋
本
喜
久
右
衛
門
江

御
用
状
差
出
ス
、
但
右
者

御
奉
行
御
普
請
所
御
見
廻
之
義
、
来

ル
十
日
前
ニ

候
哉
又
者

盆
後
ニ

相
成
可
申
哉
、
心
得
ニ

尋
遣
之
事
、
但
今
夕
七
半
時
比
右
返
書
到
来
い
た
し
候
事

　
こ
こ
に
は
、
六
月
二
十
九
日
付
で
羽
田
源
左
衛
門
・
羽
田
半
之
丞
・
橋
本
喜
久
右
衛
門
へ
「
御
用
状
」
を
差
出
し
て
、
奈
良
奉
行
山
岡
景
恭

が
「
御
普
請
所
」、
つ
ま
り
神
武
天
皇
陵
へ
の
「
御
見
廻
」
の
日
程
を
問
い
合
わ
せ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
、
七
月
十
日
前

か
そ
れ
と
も
盆
の
後
か
と
の
見
通
し
に
つ
い
て
訊
ね
た
も
の
で
あ
る
。
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　　（1）

　
　
　
　
　
　
　
　

神
武
天
皇
陵
御
修
復
と
戸
田
忠
至
「
中
元
御
祝
義
金
三
百
疋
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
―
『
庁
攬
』
文
久
三
年
七
月
条
よ
り
―

外
　
池
　
　
昇

　
　
　
　
　
は
じ
め
に

　
著
者
は
す
で
に
、「
中
条
良
蔵
『
庁
攬
』
に
み
え
る
神
武
天
皇
陵
修
補
の
発
端
」（
成
城
大
学
民
俗
学
研
究
所
『
民
俗
学
研
究
所
紀
要
』
第

三
十
七
集
、平
成
二
十
五
年
三
月
）（
以
下
、前
稿
Ａ
と
い
う
）
と
「『
庁
攬
』
に
み
る
神
武
天
皇
陵
御
修
復
―
文
久
三
年
六
月
の
『
立
会
附
切
』
―
」

（
成
城
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
『
日
本
常
民
文
化
紀
要
』
第
三
十
輯
（
平
成
二
十
六
年
三
月
）（
以
下
、
前
稿
Ｂ
と
い
う
）
を
著
し
、
奈
良
奉

行
所
与
力
中
條
良
蔵
に
よ
る
手
控
で
あ
る
『
庁
攬
』（
奈
良
県
立
図
書
情
報
館
所
蔵
）
に
拠
り
つ
つ
稿
を
重
ね
な
が
ら
、
文
久
の
修
陵
に
お
け

る
神
武
天
皇
陵
御
修
復
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
論
ん
だ
。
な
お
、前
稿
Ａ
で
は
『
庁
攬
』
か
ら
文
久
三
年
正
月
か
ら
同
年
五
月
の
、

そ
し
て
前
稿
Ｂ
で
は
そ
れ
に
続
く
同
年
六
月
の
記
述
に
つ
い
て
扱
っ
た
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
こ
の
二
本
の
前
稿
の
後
を
承
け
て
『
庁
攬
』
の

文
久
三
年
七
月
の
記
述
か
ら
一
部
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
標
題
に
掲
げ
た
山
陵
奉
行
戸
田
忠
至
に
よ
る
「
中
元
御
祝
義
金
三
百
疋
」
は
、
本
論
文
に
お
け
る
『
庁
攬
』
の
範
囲
で
最
も
印
象
深
い
文
言

で
は
あ
る
が
、
こ
れ
に
限
ら
ず
神
武
天
皇
陵
御
修
復
に
関
す
る
記
述
を
網
羅
的
に
み
て
ゆ
く
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。

　
な
お
、
奈
良
奉
行
と
神
武
天
皇
陵
と
の
関
連
を
め
ぐ
る
研
究
と
し
て
、
吉
田
栄
治
郎
著
「
奈
良
奉
行
川
路
聖
謨
が
見
た
幕
末
大
和
の
被
差
別

198




